
　災害時には、危険な場所にいる人は避難することが原則です。しかし、
安全な場所にいる人まで、避難する必要はありません。ハザードマップで
自宅が安全かどうかを確認しましょう。
　また、避難先は避難所だけではありません。新型コロナウイルス感染症
が収束しない中、避難所の過密状態を防ぐため、安全な親戚・知人宅など
への避難も考えましょう。

　県では、境川、逢妻川および猿渡川の洪水浸水想定区域図を公表してい
ます。河川の水位が上昇し、氾濫のおそれのある場合には、浸水のおそれ
のある区域に対し、避難行動に関する情報を発令することがあります。早
めの避難を心掛けましょう。

□ 屋根や雨どい、窓ガラス、外壁などを点検しておきましょう。
□ 非常持出品を準備しておきましょう（避難所へ避難する場合は、マスク、
消毒液、体温計などの持参をお願いします）。

□ 家族でいざというときの連絡方法や集合場所などを話し合っておきま
しょう。

□ 刈谷市メール配信サービスに登録、市公式ポータルアプリ「あいかり」
をダウンロードするなど、情報の収集に努めましょう。

普段からの備え

水害の避難行動を知ろう
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境川、逢妻川、猿渡川の避難勧告等発令区域








危機管理課（☎62-1190）問風水害に備えましょう

※詳しくは、市　をご覧ください。

　台風や大雨といった風水害は、ある程度襲来時期や規模を予測することができます。風水害による被害を最小限に食
い止めるため、普段から万全の備えをしましょう。

かりや夢ファンド補助金事業募集
　かりや夢ファンドとは、市民・事業者・行政などさまざまな人たちの寄付などによって財源を支え、市内で自主的に
活動を行う団体などを応援する補助金制度です。次の3つの補助事業を募集します。
区分 まちづくり活動支援事業 NPO法人設立支援事業 まちづくりびと支援事業

内容 市内で市民団体などが自主的に行う公
益的なまちづくり活動を支援

市内でまちづくり活動を行うNPO法
人の立上げを支援

まちづくりに取り組む人た
ちが自主的に参加する研修
などの受講を支援

補助の
対象

次の全ての要件を満たす事業
▶市民団体が自ら主体的に実施する事
業
▶広く市民が参加できる公益的な事業
▶市の地域文化、人材など地域資源の
活用を図る事業
▶独創性または先駆性がある事業
▶発展性または継続性が見込まれる事
業
▶他の市民団体と協働して行うことが
見込まれる事業

次の全ての要件を満たす団体
▶市内に事務所または活動拠点を持
ち、主に市内で活動し、今後も引き
続き市内で活動を行う予定がある団
体
▶平成30年度から令和2年度までに
NPO法人設立の認証を取得した団
体
▶令和2年度から3年度までにNPO法
人設立の認証を取得する予定の団体
※所轄庁に設立認証申請書を提出中の
団体を含む

次のいずれかの要件を満た
す人
▶市内在住、在勤または在
学の人
▶市内で公益的な活動を自
主的に行い、今後も引き
続き市内で活動を行う予
定の団体に所属する人

対象
経費

令和3年度中に生じる謝礼金、旅費、
消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信
費、保険料、使用料および賃借料、備
品購入費など

令和3年度中に生じる設立手続に必要
な経費、事務所または活動拠点の賃借
料・光熱水費・通信運搬費、継続的な
運営に直接必要な備品購入費・消耗品
費、周知のため必要な印刷製本費
※申請1回目に限り、令和2年度中に
生じる対象経費を加算可能

令和2年度中に受講する講
習会、セミナー、大学の公
開講座、先進都市調査に必
要な経費のうち、往復の交
通費、研修受講料、研修資
料代

補助率
上限額 対象経費の2分の1（上限20万円） 対象経費の3分の2（上限10万円）

※2回目は2分の1（上限5万円）
対象経費の10分の9（研修
場所が国内の場合上限1万
円、海外の場合上限5万円）

審査
方法

公開審査会で、助成団体を決定
※補助金申請額が5万円以下の場合
は、書類審査で、補助を決定

公開審査会で、助成団体を決定 書類審査で、補助を決定

募集
期限 9月30日㈬ 令和3年3月31日㈬

申　各期限までに直接、市民協働課へ。
※詳しくは、募集要項（市民協働課、市役所情報コーナー、各生涯学習センター、各図書館、各市民センター、
市民ボランティア活動センター、高齢者福祉センターひまわりで配布）または市 をご覧ください。

問　市民協働課（☎ 95-0002）

過去最大のプレミアム率30％
　　地域を守る！！ プレミアム商品券

　刈谷商工会議所では、新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受けている地元の商店や飲食店を応援
するとともに、地域の消費喚起、商業活性化を目的としたプレミアム商品券を発行します。
発行総数　6億5000万円分（5万セット、65万枚）　使用期間　8月25日㈫～ 11月30日㈪
¥　1セット1万円（1,000円×13枚綴

つづ

り）
商品券1セットの内訳　▶取扱店全ての店舗で使える商品券…1万円▶地元商店応援！商品券＊…3,000円
＊大型店・チェーン店・フランチャイズ店を除く店舗で使える商品券
購入上限額　1人5万円（5セット）　※申込多数の場合は抽選
申込期間　7月24日㈮～ 8月7日㈮
他　申込方法などの詳細については、7月24日㈮に配布予定のプレミアム商品券パンフレットにてお知らせし
ます。パンフレットが7月27日㈪以降になっても届かない場合は、刈谷商工会議所まで連絡してください。

問　刈谷商工会議所（☎21-0370）
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